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平成平成平成平成２４２４２４２４年度決算年度決算年度決算年度決算にににに基基基基づくづくづくづく健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率・・・・資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率についてについてについてについて((((速報速報速報速報））））

平成２４年度決算に基づき、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく市町村

の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率について取りまとめましたので報告いたし

ます。

１１１１ 県内市町村県内市町村県内市町村県内市町村のののの健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率

◯平成２４年度決算に基づく健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

債費比率及び将来負担比率の４指標）の概要は別紙のとおり。

◯各指標について、早期健全化基準以上となる市町村は無かった。

２２２２ 県内市町村公営企業県内市町村公営企業県内市町村公営企業県内市町村公営企業のののの資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率

◯平成２４年度決算に基づく公営企業会計の資金不足比率の概要は別紙のとおり。

◯平成２１年度に経営健全化計画を策定した宇陀市の保養センター事業特別会計が経営

健全化基準以上となり、引き続き計画に基づく健全化への取り組みが必要である。

※今回公表する数値は速報値としてとりまとめたものであり、今後変動する場合があります。なお、国の全国集計の確定値をもとに、来年１月頃に確定版を公表する予定です。



（（（（単位単位単位単位：％）：％）：％）：％）実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率H24 早期健全化基　　　　準 H23 早期健全化基　　　　準 H24-H23 H24 早期健全化基　　　　準 H23 早期健全化基　　　　準 H24-H23 H24 H23 H24-H23 H24 H23 H24-H23奈 良 市 － 11.25 － 11.25 － － 16.25 － 16.25 － 13.5 14.0 ▲ 0.5 196.5 204.0 ▲ 7.5 大 和 高 田 市 － 12.84 － 12.85 － － 17.84 － 17.85 － 13.2 14.7 ▲ 1.5 100.9 112.9 ▲ 12.0 大 和 郡 山 市 － 12.55 － 12.58 － － 17.55 － 17.58 － 11.1 11.5 ▲ 0.4 126.4 151.0 ▲ 24.6 天 理 市 － 12.85 － 12.85 － － 17.85 － 17.85 － 10.8 10.5 0.3 102.4 104.5 ▲ 2.1 橿 原 市 － 12.22 － 12.22 － － 17.22 － 17.22 － 9.7 10.0 ▲ 0.3 96.5 105.5 ▲ 9.0 桜 井 市 － 13.02 － 13.02 － － 18.02 － 18.02 － 10.5 11.6 ▲ 1.1 109.0 109.6 ▲ 0.6 五 條 市 － 13.15 － 13.15 － － 18.15 － 18.15 － 16.4 16.3 0.1 137.2 162.4 ▲ 25.2 御 所 市 － 13.78 － 13.75 － － 18.78 － 18.75 － 16.0 19.0 ▲ 3.0 164.7 195.0 ▲ 30.3 生 駒 市 － 12.29 － 12.32 － － 17.29 － 17.32 － 4.7 4.8 ▲ 0.1 ▲ 64.5 ▲ 53.0 ▲ 11.5 香 芝 市 － 12.82 － 12.83 － － 17.82 － 17.83 － 21.3 22.1 ▲ 0.8 191.6 218.1 ▲ 26.5 葛 城 市 － 13.57 － 13.59 － － 18.57 － 18.59 － 8.6 10.1 ▲ 1.5 48.3 65.1 ▲ 16.8 宇 陀 市 － 13.04 － 12.97 － － 18.04 － 17.97 － 18.6 19.4 ▲ 0.8 192.0 197.6 ▲ 5.6 山 添 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 16.9 18.7 ▲ 1.8 ▲ 7.6 14.6 ▲ 22.2 平 群 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 14.4 13.8 0.6 235.6 211.9 23.7 三 郷 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 5.0 6.7 ▲ 1.7 ▲ 5.6 ▲ 16.1 10.5 斑 鳩 町 － 14.66 － 14.67 － － 19.66 － 19.67 － 7.1 7.4 ▲ 0.3 21.8 17.9 3.9 安 堵 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 7.7 10.1 ▲ 2.4 ▲ 9.4 1.4 ▲ 10.8 川 西 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 11.6 16.1 ▲ 4.5 ▲ 14.3 5.5 ▲ 19.8 三 宅 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 7.1 10.8 ▲ 3.7 41.6 39.4 2.2 田 原 本 町 － 14.08 － 14.07 － － 19.08 － 19.07 － 8.3 10.1 ▲ 1.8 51.8 63.2 ▲ 11.4 曽 爾 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 16.8 19.5 ▲ 2.7 4.7 13.9 ▲ 9.2 御 杖 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 10.6 12.4 ▲ 1.8 ▲ 94.3 ▲ 63.0 ▲ 31.3 高 取 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 14.2 14.6 ▲ 0.4 153.8 168.8 ▲ 15.0 明 日 香 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 16.5 17.7 ▲ 1.2 45.4 44.6 0.8 上 牧 町 － 15.00 － 14.98 － － 20.00 － 19.98 － 16.1 20.1 ▲ 4.0 207.2 226.9 ▲ 19.7 王 寺 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 13.2 15.7 ▲ 2.5 ▲ 43.2 ▲ 14.0 ▲ 29.2 広 陵 町 － 13.99 － 14.00 － － 18.99 － 19.00 － 14.0 15.7 ▲ 1.7 97.0 113.8 ▲ 16.8 河 合 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 16.7 17.8 ▲ 1.1 249.1 253.8 ▲ 4.7 吉 野 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 10.9 12.3 ▲ 1.4 89.7 97.8 ▲ 8.1 大 淀 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 7.4 8.1 ▲ 0.7 ▲ 27.0 ▲ 18.5 ▲ 8.5 下 市 町 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 15.9 15.7 0.2 118.7 120.6 ▲ 1.9 黒 滝 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 9.2 11.6 ▲ 2.4 ▲ 43.0 ▲ 21.4 ▲ 21.6 天 川 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 10.4 11.9 ▲ 1.5 35.6 78.7 ▲ 43.1 野 迫 川 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 13.6 15.3 ▲ 1.7 ▲ 0.3 57.1 ▲ 57.4 十 津 川 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 5.7 6.1 ▲ 0.4 ▲ 32.7 ▲ 18.8 ▲ 13.9 下 北 山 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 15.4 17.9 ▲ 2.5 ▲ 130.8 ▲ 115.7 ▲ 15.1 上 北 山 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 10.4 12.6 ▲ 2.2 ▲ 31.9 4.8 ▲ 36.7 川 上 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 7.0 8.4 ▲ 1.4 ▲ 316.0 ▲ 310.8 ▲ 5.2 東 吉 野 村 － 15.00 － 15.00 － － 20.00 － 20.00 － 13.4 15.9 ▲ 2.5 59.1 62.5 ▲ 3.4 財 政 再 生 基 準早期健全化基準 （（（（単位単位単位単位：％）：％）：％）：％）H24 H23 H24-H23 経営健全化基　　　　準天 理 市 　病院事業会計 9.7 12.6 ▲2.9 　※資金の不足額がある公営企業会計は２会計宇 陀 市 　保養センター事業特別会計 287.2 316.1 ▲28.9
35.0 資金不足比率

市町村名

20.00 35.00 
20.0平成24年度決算 県内市町村公営企業の資金不比率の状況

平成24年度決算 県内市町村の健全化判断比率の状況

財政規模に応じ11.25～15.00 財政規模に応じ16.25～20.00 25.0 350.0 市町村名 公営企業会計名



◇「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、19年度決算から健全化判断比率等　 を算定。◇健全化判断比率等が一定の基準以上となった場合、財政健全化計画等を策定し、早期の健全化に 　取り組むこととなる。＜種類＞　資金繰りの状況を表すフロー指標＜範囲＞　一般会計及び特別会計（公営事業会計を除く） ＝ 一般会計等＜内容＞　実質赤字（歳入－歳出－翌年度に繰り越すべき財源が▲となった額）の標準財政規模に対する比率　　 ※標準財政規模：地方公共団体が標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模＜種類＞　資金繰りの状況を表すフロー指標＜範囲＞　一般会計及び全ての特別会計＜内容＞　全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率＜種類＞　公債費の状況を表すフロー指標＜範囲＞　一般会計、全ての特別会計、一部事務組合等＜内容＞　一般会計等が負担する地方債の元利償還金及びこれに準じるもの（公営企業債の償還に充てたとされる繰出金、　　　　　一部事務組合等が発行した地方債の償還に充てたとされる負担金等）の標準財政規模に対する比率＜種類＞　負債の総額の状況を表すストック指標＜範囲＞　一般会計、全ての特別会計、一部事務組合等、地方公社、第三セクター等＜内容＞　一般会計等が将来負担すべき負債総額の標準財政規模に対する比率＜種類＞　資金繰りの状況を表すフロー指標＜範囲＞　公営企業ごと＜内容＞　資金不足額（流動負債－流動資産）の事業規模（営業収益）に対する比率
普通会計

公営企業会計 公営事業会計
地方公社・第三セクター等

地方公共団体 特別会計
　一般会計

連 結 実 質 赤 字 比 率
実 質 赤 字 比 率

一部事務組合・広域連合

公営企業の資金不足比率将 来 負 担 比 率
実 質 公 債 費 比 率

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 資金不足比率
一般会計等

健 全 化 判 断 比 率 等 の 対 象

健 全 化 判 断 比 率 等 の 概 要



①実質赤字比率②連結実質赤字比率③実質公債費比率④将来負担比率

財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の
経営健全化のイメージ（市町村）

早期健全化基準 財政再生基準

経営健全化基準⑤資金不足比率
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　指標指標指標指標のののの整備整備整備整備とととと　　　　情報開示情報開示情報開示情報開示のののの徹底徹底徹底徹底〔健全化判断比率〕・フロー指標　①①①①実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率実質赤字比率　　　　②②②②連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率連結実質赤字比率　　　　③③③③実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率実質公債費比率・ストック指標　④④④④将来負担比率将来負担比率将来負担比率将来負担比率[公営企業の資金不足比率]　　資金不足比率→監査委員の監査に付し、　議会に報告、公表

　自主的自主的自主的自主的なななな改善努力改善努力改善努力改善努力によるによるによるによる　　　　財政健全化財政健全化財政健全化財政健全化・財政健全化計画の策定・外部監査の義務付け・実施状況を毎年度議会に　　報告、公表・早期健全化が著しく困難と　認められるときは、総務大　臣又は知事が必要な勧告を　行う
　国等国等国等国等のののの関与関与関与関与によるによるによるによる　　　　確実確実確実確実なななな再生再生再生再生・財政再生計画の策定・外部監査の義務付け・計画は、総務大臣に協議し　同意を求めることができる【同意無】・災害復旧等を除き起債を制限【同意有】・収支不足額を振り替えるた　め、再生振替特例債の起債可・財政運営が計画に適合しない　場合、予算変更等を勧告

健全段階健全段階健全段階健全段階 財政財政財政財政のののの早期健全化段階早期健全化段階早期健全化段階早期健全化段階
財政財政財政財政のののの再生再生再生再生

②～④①早期健全化団体早期健全化団体早期健全化団体早期健全化団体のののの計画目標計画目標計画目標計画目標　・①は均衡する（０％）こと　・②～④は早期健全化基準を下回ること再生団体再生団体再生団体再生団体のののの計画計画計画計画目標目標目標目標　・①は均衡する（０％）こと　・②～④は早期健全化基準を下回ること ① ②～④ 再生団体
早期健全化団体０％

経営健全化団体


